
中部横断自動車道八ヶ岳南麓新ルート沿線住民の会第 50回公害被害者総行動の一環として適路住民運動全国連絡会ととも|こ 2024年 7月 に引き続き今回

【中部横断自動車進(長坂～八千穂〉山梨県側(北社市)】

の国交省要経 行います。質問、要請事項についての対応等の説明を求めます。

1.当初示された 3キロ幅ルート帯のそもそもの問題点について説明を求めます。

中部横断自動車道(長坂～八千穂)の検討は2010年12月 1日 より、地域住民

に3キロ幅ルート帯を示し、その中で①対象路線整備の複1):無案の設定を行い②地

域の課題を解決できるルートの検討を行うと説明をしていました。

しかしながらこの3キロ幅ルート帯は中央道人ヶ岳 PAを中心とする3キロ幅 に

ルート帯が設定されており、人ヶ岳 PAから長坂 IC方面は縦断勾配 5。秘もある

下り坂です。「道路構造令1ではこの区間は勾配が急すぎてジャンクシヨンは建設

できないエリアである事が、当会の検証の中で新たな問題点として判明しました。

〈質問・要請1,「項)

の

説明を茎め主す。

平成23年 7月 にお示ししている3キロ幅ルート帯は、中都横断自動車道 (長坂

～八千穂)の「今後の整備方針」の決定にあたり、お示ししたものであり、 詳細な

道路位置や構造をお示ししたものではありません。

なお、通路構造令の解説と,1菫用では、インターチェンジが接続する付近 (本繰

相互の分岐合流を含む)における本線の幾何構造は、原則として、最急縦断勾

配は3%以下を満足することとされておりますが、中央自動車道の3キロ幅のルー

ト帯に含まれる区間において縦断勾配が 3%以下の区間:ま含まれています。
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2。「詳細ルート案」と都市計画原案の振画を求あ問題点について説明を求めます

都市計画原案はt事業予定者の国交省から送られた「詳細ル■卜案」の図面 16

枚を踏襲して都市計画決定権者の山梨県が作成し、2023年 10月 1こ公表されま

した:昨年の要請項目でも取り上げた山梨県と長野県の住民等｀あ対応が著しく

公平性を欠き、山梨県側の住民等を差別的に扱つている問題に加え、更なる問題

が判明しました。

①長野国道事務所が中部横断自動車道の長坂～八千穂間の航空写真を撮影

し、長野県内の当該地域の現状を把握するためr現在地図」を作成してルートの決

定を行ったことが判明しています。    i         f
しかしその航空写真の山梨県内部分を受け取った甲府河川国道11'務所は、当

会の問い合わせに対して「現在地図」の作成を行っていないと回答しています。

山梨県側部分の航空写真を基に「現在地図」を作成しないで甲府河川国道事務

所が作成した「詳細ルート案」をそのまま踏襲して山梨Jlミが作成した都市計画原案

では、「配慮ポイント」として検討すべき家屋等をルートが直撃し、地域の行政組織

を分断するなどの重大な問題が起き、住民等や事業者等の将来の生活に甚大な

打撃を与えることが予想されます。既に生活や事業の見通しもつ
1,ず干学な生活

も壊され人権侵害が続いています。これらは甲府河川国道事務所が古い地図を

そのまま使うなど、現地の現在の実態に基づかない杜撰で古い地図を基に作成し

た[詳細ルート案」を山梨県が検証・検討もせずに作成した都市■甲界案||より,l・

き起こされているものです。

全二里重皿皿重堕上五醒墾菫ユ玉主た住量の新築住宅め増加に力iえて由来

左〕L12:量聾型望:五]壺i■l聾上整i五笠⊇」:麹l墜型壁ヱ【ゝ _理時点での現地あ糞態を辞
細に反映する航空写基を基LI:現在地図」を作成し、それに基づいた『詳細ルニト

案 |を作成しなかったのか、説明 めます。

中部機断自動車道長坂～八千穂の事業予定者のルート案は、令和元年に111

影した航空写真測fitから作成した地形図を基にしつつ、現地調査などを行った

上で作成しています。



②lキロ幅ルート内に新たに住宅を建設した住民等や、移在者が増えている集

落エリアが都市計画原案のルートに入つてしまい、地域が分断されたり住宅の日前

に 10m以上の盛土や防音壁が建設されるなど生活環境に大きな影響を受ける事

態となります。また事業や農業が織続ができるのか、立ち退きにより手重ロニンを抱

えるかもしれないなど住民等や事業者等は精神的にも不安な日々 を強いられてい

ます。二れ劇剛盤亜墜二:艶整土量Lている実態を由交省はどのように島え丼麻

しよ』,と しているの力≧具体的な説明を三庶あ積十fまた、再度:建設許面地

'ま

量然た

建二:=」墾塾塁道整:近量地越二壺査材轟き霧t残■離き場撃としそ根詩さ五そしヽふ

地域2住塁笠土三盤選整童墜2童旦:止求める場を搬やかに開確し意見を度嶼すス1

奎趣L」璽h

現在 |ま、瑯 市 計画 価の手続き中で あ り う| き続き !∫燕や市と連携

して 地域の皆様カヽらの 意見を伺し 丁寧に対応じて まし ります

なお、正11「関連道路近接地域及び資

実施段階にて行うものと考えそ轟ります。

材置き場 残土lilき場等の説明は 、事業

③2024年 1月 に山梨県が行つた「説明コーサー」の会場で、当時の甲府河川

国道事務所の大和田宣雄地域防災調整官、森田博継保全対策官は当会の質問

に対して「都市計画原案は環境影響評価の現地調査の結果を反映していない」と

明雷しています。そうであれば当然のこととして環境影響評価の結果や地域の実

情等によリルート案は変更されるべきものであることは明るかです。しかし国交省は
「ルート案の変更はない」と強弁しています。なぜ環境影響評価の結果も反映して

いない、山梨県側建設計画地の航空写真を基に「現在地図」も作成せず、社撲な
「詳細ルート案」に基に作成された「都市計画原案」を一方的に住民に押し付ける

のか、住民無視も甚だしいものです。直ちに整在提示されている「詳細_ル■卜繁」:

墨止量画2運速:と量回L菫遡墜盟l三圭」面の現地調査の結果キ佳民奪■11「彙薯隼

2重渥豊反盤:査童上変理塵圭亜亜k_盤示することを求めます。

事業予定者が山梨県に送付した事業予定者のルート案については、現地
.|

調査の結果などから把握した家屋、既存集落、公共施設、発電施設、工場、

動植物の生息、生育簡所などのコントロールポイントを極力回避し、道路構

造における安全性・走行性、コストなど総合的な判断により検討しておりま

す。 11

環境影響評価法においては、都市計画の対象事業について、環境面から都

市計画の察の合理性・妥当性を判断する必要性から、都市計画と環境影摯評

価の手続きを1,:せて行うこととされています。当該道路についても都市計

画案及び環境影響評価準備書の公告・縦覧を併せて行うこととしており、都

市計画・環境影響評価の手続きを邁切に進めているものと認識しております。
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